様式第１号（許可要領第３第１項、第６第２項関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　申請者　　　　　　様
広域振興局長　　　　　　　　印　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産部長）
林地開発許可申請書に対する補正について（通知）
　　　年　　月　　日付で提出のあった林地開発許可申請書について、下記の補正が必要ですので、補正した書類等を　　　年　　月　　日までに２部提出してください。
　なお、提出の際は、補正事項への対応内容について記載した回答書を添付してください。
記
様式第２号（許可要領第３第２項関係）
年度　　林地開発許可申請書受理簿
	受理年月日
	広域振興局
	申　請　者
	開発行為の目的
	申請面積
	年　　　　月　　　　日
	許　　　　　可
	返却再申請
	備　考

	
	
	
	
	
	申　請
	局受理
	局発送
	年月日
	番　号
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


様式第３号（許可要領第５関係）
林地開発許可台帳
	番
号
	開発の種類

	森林の所在場所
	申請者氏名
(TEL　　　　　)
	面　　　　　　　積
	許可
年月日
	指令書
番号
	施行状況
報告
年月日
	完了報告
年月日
	完了確認
年月日
	備　　　考

	
	
	郡
(市)
	町
(村)
	大字
	字
	地番
	
	係る
森林面積
	しようとする
森林面積
	全体
区域面積
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


様式第４号（許可要領第７関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　関係機関の長　様
広域振興局長　　　　　　　　印　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産部長）
林地開発許可申請に係る意見について（照会）
　標記について、下記の者から森林法第10条の２第１項の規定に基づき林地開発許可の申請があったので、当該開発行為に係る貴職所管の法令等による規制の有無、その他について意見を求めます。
　なお、回答は別紙により　　　　年　　月　　日までにお願いします。
記
１　申請者の住所・氏名
２　開発行為に係る森林の所在場所
３　申請面積
　(1)　開発行為に係る森林の面積
　　　　　　　　　　ヘクタール
　(2)　事業区域面積
　　　　　　　　　　ヘクタール
４　開発行為の目的
（施行上の注意）
　申請書、付属明細書、利用計画図、位置図の写しその他必要な図書を添付すること。
別紙（許可要領様式第４号関連）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　
広域振興局長　様
（農林水産部長）
課長　　
森林法第10条の２に基づく林地開発行為に係る意見について（回答）
　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で照会のあった標記ついて、下記のとおり回答します。
記
　申請者名　　　　　　　　　
	開発規制法等
	意　　　　　　　　　　　　見

	
	

	参　考　事　項
	


様式第５号（許可要領第８関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　
　　市町村長　　様
広域振興局長　　　　　　　　　　印　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産部長）
　　　　　　　　　　林地開発許可申請に係る意見について（照会）
　標記について、下記の者から林地開発許可の申請があったので、森林法第10条の２第６項の規定に基づき貴職の意見を求めます。
　なお、回答は別紙により　　　　年　　月　　日までにお願いします。
記
１　申請者の住所・氏名
２　開発行為に係る森林の所在場所
３　申請面積
　(1)　開発行為に係る森林の面積
　　　　　　　　　　ヘクタール
　(2)　事業区域面積
　　　　　　　　　　ヘクタール
４　開発行為の目的
５　その他
貴職において、必要と認める場合には、貴市（町、村）の区域内において上記の開発行為によって影響を受けるものの意見を把握し、その意見を踏まえて回答することができる旨を申し添えます。
（施行上の注意）
　申請書、付属明細書、利用計画図、位置図の写しを添付すること。
別紙（許可要領様式第５号関連）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　
広域振興局長　様
（農林水産部長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市町村長　　　　　　印
森林法第10条の２に基づく林地開発行為に係る意見について（回答）
　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で照会のあった標記ついて、下記のとおり回答します。
記
　申請者名　　　　　　　　　
	項　　　　　目
	意　　　　　　　　　　　　見

	１　土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれに関する事項
	

	２　水害を発生させるおそれに関する事項
	

	３　水の確保に著しい支障を及ぼすおそれに関する事項
	

	４　環境を著しく悪化させるおそれに関する事項
	

	５　市町村における土地利用計画、開発規制等との関連
	

	６　開発協定等との関連
	

	７　市町村における地域開発構想等との関連
	

	８　地域住民の意向との関連
	

	９　その他
	


様式第６号（許可要領第９関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　申請者　　　　　様
広域振興局長　　　　　　　　印　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産部長）
林地開発許可申請に対する関係部局等の意見について（通知）
　　　年　　月　　日付で提出のあった林地開発許可申請書に対して、（市町村名）及び県の関係部局等から別添のとおり意見が出されておりますので、担当部局に問合せのうえ意見への対応方針について　　　年　　月　　日までに報告してください。
様式第７号（許可要領第10第１項関係）
林地開発許可審査調書（一般）　１
	申請者
	住　所
	

	
	氏　名
	

	開発行為に係る森林の所在場所
	森林計画区名
	
	林小班
	

	
	

	開発行為の目的
	
	事業名又は施設名
	

	面
積
ha
	
	今期計画
	累　　計
	残置森林面積
(a)
	16年生以上
	

	
	開発行為に係る
森林面積
	
	
	
	15年生以下
	

	
	
	
	
	
	小　計
	

	
	開発行為をしよう
とする森林面積
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	造成森林面積
(b)
	

	
	事業区域面積
	
	
	緑　地　面　積(c)
	

	
	
	
	
	森林面積(a)+(b)+(c)
	

	開発区域の土地利用計画の内訳
(面積:ha)
(率:％)

	開発後の使用目的
	５　条　森　林
	森　林　以　外
	計

	
	
	面　　積
	率
	面　　積
	率
	面　　積
	率

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	計
	
	
	
	
	
	

	事
業
計
画
の
概
要
	工事期間
	森林部分
	着工　　　　年　　月　　日
	完了　　　　年　　月　　日

	
	
	全　　体
	着工　　　　年　　月　　日
	完了　　　　年　　月　　日

	
	所要経費
(千円)
	種　類
	金　　　　額
	調達資金
（千円）
	種　類
	金　　　　額

	
	
	工事費
	
	
	自己資金
	

	
	
	用地費
	
	
	借入金
	

	
	
	その他
	
	
	その他
	

	
	
	計
	
	
	計
	

	
	事業の概要
	


林地開発許可審査調書（一般）　２
	その他参考事項
(他法令との関連土地使用の権利等)
	

	開発行為に関する関係者の意見
	市町村長
	

	
	関係各課
	

	
	その他
	

	現地調査の概要
	開発行為をしようとする森林の現況
	地況
	位置
	
	地質
	

	
	
	
	土性
	
	傾斜
	

	
	
	
	標高
	
	降水量
	

	
	
	林況
	樹　　種
	混合割合
	林齢
	疎密度
	蓄積ｍ3/ha
	生育状況
	下層植生

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	その他
	

	
	周辺地域における住宅、農地、道路、公園、その他の施設の状況
	

	
	当該森林の水源かん養機能に直接依存する地域の水需要の状況
	

	
	周辺地域の自然環境及び生活環境の状況
	

	
	調査年月日
	
	調査者職氏名
	

	
	立　会　者
職　氏名
	
	申請者立会者
	


　　　　　　　　林地開発許可審査調書（一般）　３　　（○：適又は有、／：該当なし又は必要なし）
	審　　査　　事　　項
	結果
	理　由　又　は　意　見

	Ⅰ
一
般
的
事
項
	計画内容の具体性
	
	

	
	開発行為に係る森林について実施の妨げとなる権利を有する者の同意
	
	

	
	森林以外の土地について、実施の妨げとなる権利を有する者の同意
	
	

	
	開発行為又は開発行為に係る事業の実施について他法令等の許可等
	
	

	
	資金の調達及び信用
	
	

	
	期別計画
	
	

	
	一時利用における事後措置
	
	

	
	周辺地域住民の生活及び産業活動への配慮
	
	

	
	残置森林の管理
	
	

	
	開発行為の実施工程
	
	

	Ⅱ
災
害
の
防
止

	施行中の防災計画
	
	

	
	土砂の移動量
	下記以外
	
	
	切土量　　　　m3

	
	
	ゴルフ場
	
	
	盛土量　　　　m3

	
	
	スキー場
	
	
	捨土量　　　　m3

	
	捨土の位置
	
	

	
	法面の勾配
	
	

	
	法面の小段
	
	

	
	法面の保護
	
	

	
	擁壁の設置場所
	
	

	
	擁壁の構造
	
	

	
	その他災害の防止措置
	
	

	
	えん堤等
	設置の位置
	
	

	
	
	構　　　造
	
	

	
	
	計算の根拠
	
	

	
	排水施設
	設置の位置
	
	

	
	
	構　　　造
	
	

	
	
	計算の根拠
	
	

	
	沈砂池等
	設置の位置
	
	

	
	
	構　　　造
	
	

	
	
	計算の根拠
	
	

	
	飛砂、落石、なだれ等の防災
	
	


林地開発許可審査調書（一般）　４　　（○：適又は有、／：該当なし又は必要なし）
	Ⅲ
水害の防止
	管理者の同意
	
	

	
	洪水調整池等
	設置の位置
	
	

	
	
	構　　　造
	
	

	
	
	計算の根拠
	
	

	Ⅳ
水
の
確
保
	水量の確保
	
	

	
	水質悪化の防止
	
	

	Ⅴ
環境の保全
	残置森林等
	森　林　率
	
	

	
	
	残置森林率
	
	

	
	
	配　置
	周辺部
	
	

	
	
	
	施設等の間
	
	

	
	森林又は緑地の造成方法
	
	

	
	景観の維持対策
	
	

	その他参考となる事項
(特記事項、開発協定、公害防止協定等)
	
	

	総　　合　　判　　定
	
	


様式第７号－２（許可要領第10第1項関係）

林地開発許可審査調書（農用地造成）　１

	申請者
	住　所
	

	
	氏　名
	

	所在場所
	森林計画区名
	
	林小班
	

	
	

	開発行為の目的
	
	造成の方法
	

	補助事業名等
	

	面

積

ha
	
	今期計画
	全体計画
	残置森林面積

(a)
	16年生以上
	

	
	開発行為に係る森林面積
	
	
	
	15年生以下
	

	
	
	
	
	
	小　計
	

	
	開発行為をしようとする森林面積
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	造成森林面積(b)
	

	
	事業区域面積
	
	
	緑　地　面　積(c)
	

	
	
	
	
	森林面積

(a)+(b)+(c)
	

	事業計画の概要
	

	現
地
調
査
の
概
要
	開発行為をしようとする森林の現況
	地況
	位置
	
	地質
	

	
	
	
	土性
	
	傾斜
	

	
	
	
	標高
	
	降水量
	

	
	
	林況

	樹種
	混合割合
	林齢
	粗密度
	蓄積m3/ha
	生育状況
	下層植生

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	その他
	

	
	周辺地域の施設及び環境の状況
	

	
	調査年月日
	年　　月　　日
	調査者職氏名
	

	
	立会者
	

	開発行為に対する関係者の意見
	


林地開発許可審査調書（農用地）　２　　（○：適又は有、／：該当なし又は必要なし）
	審　　査　　事　　項
	結果
	理　由　又　は　意　見

	Ⅰ一般的事項
	補助事業の採択について
	
	

	
	開発行為に係る事業区域について実施の妨げとなる権利を有する者の同意
	
	

	
	資金の調達及び信用
	
	

	Ⅱ災害の防止
	土砂の流出防止について
	防止施設
	
	

	
	
	設置箇所
	
	

	
	
	計算の根拠
	
	

	Ⅲ水害の防止
	管理者の同意
	
	

	
	当該地点　設定
	
	

	
	洪水調整池等
	設置の箇所
	
	

	
	
	構　　　造
	
	

	
	
	計算の根拠
	
	

	Ⅳ水の確保
	水量の確保
	
	

	
	水質悪化の防止
	
	

	Ⅴ環境の保全
	残置森林等
	森　林　率
	
	　　　　％

	
	
	残置森林率
	
	　　　　％

	
	
	配　置
	周辺部
	
	

	
	森林又は緑地の造成方法
	
	

	
	景観の維持対策
	
	

	総　　合　　判　　定
	
	

	許可するにあたり付する必要があると認められる条件（必須条件以外）
	
	


様式第８号－１（許可要領第10第２項、第11第１項関係）
岩手県指令　　　第　　　　号
住　所
（申請者）
氏　名
　　　　年　　月　　日付けで申請（変更許可申請）のあった林地開発行為については、森林法第10条の２第２項の規定により、次の条件を付して許可する。
　　　　　年　　月　　日
岩手県知事　　　　　　　　　　　　　印　
（広域振興局長）　　　
１　林地開発行為許可の場所
２　許可面積
３　開発行為の目的
４　開発許可の期間　　　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日
（付記）
１　この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、知事に対して書面をもって審査請求をすることができます。（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。）
２　この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、県を被告として（訴訟において県を代表する者は、知事となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
３　上記１及び２にかかわらず、この処分に不服がある場合のその不服の理由が、鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、上記１の審査請求に代えて、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、公害等調整委員会に対して不服の裁定の申請をすることができます。（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると、不服の裁定の申請をすることができなくなります。）また、この場合における訴えについては、公害等調整委員会による裁定に対してのみ提起することができます。
様式第８号－２（許可要領第10第２項、第11第１項関係）
岩手県指令　　　第　　　　号
住　所
（申請者）　
氏　名　　　　　　　　　
　森林法第10条の２第１項の規定により　　　　年　　月　　日付けで申請（変更許可申請）のあった林地開発行為については、次の理由により許可できない。
　　　　　年　　月　　日
岩手県知事　　　　　　　　　　　　印　　　
（広域振興局長）　　　　　　　　　　　　　　
１　開発行為に係る森林の所在場所
２　開発行為に係る森林の土地の面積
３　不許可とする理由
　　森林法第10条の２第２項第１（１の２、２、３）号に該当するため。
（付記）
１　この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、知事に対して書面をもって審査請求をすることができます。（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。）
２　この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、県を被告として（訴訟において県を代表する者は、知事となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
３　上記１及び２にかかわらず、この処分に不服がある場合のその不服の理由が、鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、上記１の審査請求に代えて、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、公害等調整委員会に対して不服の裁定の申請をすることができます。（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると、不服の裁定の申請をすることができなくなります。）また、この場合における訴えについては、公害等調整委員会による裁定に対してのみ提起することができます。
別紙１（許可要領様式第８号－１関連）
許可条件（例）
　以下の条件に従って開発行為を行わない場合には、この許可を取り消すことがある。
１　開発行為は、申請書及び添付図書の内容に従って行うこと。
２　調整池、沈砂池及び水路等の防災施設の設置を先行して行い、開発行為は下流に対する安全を確認したうえで行うこと。また、施工及び配置計画の関係上、防災施設が施工できない場合は、開発に相応する仮設防災施設を適切な箇所に設置すること。
３　２に規定する（仮設）防災施設設置後、及び13に規定する外部からの確認が難しくなる工事の施行状況については施工期間中に確認を受けること。
４　許可した区域を越えて開発することのないように、開発行為に係る森林区域等をポール等により位置を明確にし、県の担当職員の確認を受けたうえで開発行為に着手すること。
５　開発行為の施行中において災害等が発生し、又は発生する恐れがある場合は、直ちに必要な応急措置を講ずるとともに、所轄広域振興局長に届け出ること。
６　県の担当職員が開発行為の施行状況に関する調査及び施行結果に関する確認を行う場合には、これを拒否しないこと。
７　施行状況について、毎年５月末日現在の進捗状況をそれぞれ６月10日までに所轄広域振興局長等に報告すること。
８　許可した開発計画の内容を変更する場合において、①開発行為に係る森林面積を20パーセント以上又は１ヘクタール以上増加させようとする場合、②林地開発許可技術基準に記載の残置森林率又は森林率の割合を下回る変更をしようとする場合、③重要な防災施設を廃止し、又はその構造を著しく変更しようとする場合、④開発目的を変更しようとする場合、には開発行為の計画を変更する前に林地開発計画変更許可申請書を提出し、知事の許可を受けること。添付資料等は林地開発許可申請書の場合と同じである。
９　７に規定する事項以外の開発行為の計画を変更する場合は、変更後の開発行為に着手する前に林地開発計画変更届出書を提出すること。
10　「岩手県林地開発許可制度実施要綱」を遵守するとともに、所要の届出等の手続きを遅滞なく行うこと。
11　養豚場や養鶏場等の造成である工場・事業場の設置又は住宅団地の造成等の林地開発許可申請において、完了確認前に開発行為の目的となる営業行為等は行わないこと。
12　開発行為は、許可の日から起算して1年以内に着手すること。
13　完成後に外部からの確認が難しくなる工事の施工状況等については、形状、寸法、施行状況が確認できる写真及び材料購入伝票等の資料を作成すること。（別紙２「現場写真撮影要領」を参照）
14　申請時に、事業者の資金計画書及び金融機関からの関心表明書等を提出した場合、着手前に融資証明書を提出すること。
15　防災措置を講ずるために必要な能力があることを証する書類について、申請時に、開発行為に着手する前に必要な書類を提出することを誓約する書類等を提出した場合、着手前に必要な書類を提出すること。
16　残置又は造成した森林については、将来にわたり保全又は形成に努めること。

別紙２（許可要領様式第８号－１関連）
現　場　写　真　撮　影　要　領
１　撮影の趣旨
　撮影は、工事完了後外部からの確認が難しくなる工事の施工状況等について、後日確認するための資料とすることを目的として行うものである。
２　撮影方法
　(1)次に掲げる工事の施工状況及び形状寸法について撮影すること。
　　　・工事完了後、確認が難しくなる防災施設工事
・その他関連工事
　(2)撮影の際は、被写体にテープ、ポール等を当て、寸法が明確に読み取れるようにし、次の事項を記入した黒板等を写しこむこと。
　　　①工事名
　　　②工種
　　　③撮影年月日
　　　④設計寸法
　　　⑤実測寸法
　　　⑥略図
　(3)写真は、工種毎に施工順序に従ってアルバム等に添付し、完了確認調査時までに整理すること。
様式第９号（許可要領第12第６項関係）
第　　　　  号　
年　　月　　日　
開発行為者　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         広域振興局長　　　　　印 
林地開発行為廃止届出書受理通知書
　　　　年　　月　　日付けで届出のあった林地開発行為廃止届出書を受理したので
通知します。
記
	許可年月日及び番号
	　　　年　　月　　日　岩手県指令　　第　　　　号

	開発行為に係る森林の
所在場所
	

	開発行為に係る森林の
土地の面積
	

	開発行為の目的
	

	廃止年月日
	　　　　　年　　月　　日

	備　　　　　考
	


（注）　許可年月日及び番号欄には、変更許可がある場合は上段に当初許可、下段に最終の変更許可の年月日及び番号を記載すること。
様式第10号（許可要領第13第１項関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日
開発行為者　様
　　　　　　　　　　　　　　　広域振興局長　　　印　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産部長）
林地開発行為防災施設（埋設工作物）工事完了確認調査の実施について（通知）
　平成29年　　月　　日付けで完了の届出のあった防災施設（埋設工作物）工事について、下記のとおり完了確認調査を実施しますので立会してください。
記
１　許可年月日、番号
　　
２　林地開発行為許可の場所
　　
３　林地開発行為の目的
　　
４　調査する防災施設（埋設工作物）の工種、数量
　　
５　完了確認調査日時
　　平成　　年　　月　　日　　　時　　分～　
６　完了確認調査員
　　
７　準備するもの
　　設計図書、写真帳、その他関係書類、測量器具等
様式第11号（許可要領第13第２項関係）
第　　　　号 
平成　年　　月　　日　
　
　開発行為者　　様
　　広域振興局長　　印　　
（農林水産部長）
林地開発行為防災施設（埋設工作物）工事完了確認通知書
　平成　　年　　月　　日付けで完了の届出のあった防災施設（埋設工作物）工事については、完了を確認したので通知します。
記
	開発行為に係る
森林の所在場所
	　

	開発行為に係る
森林の土地の面積
	　ｈａ

	開発行為の目的
	

	完了届出年月日
	　平成　　年　　月　　日

	完了確認調査年月日
	　平成　　年　　月　　日

	確認した防災施設（埋設工作物）の工種、数量等
	調整池　　基（暗渠工　　　ｍ）

	完了後の留意事項
	１　防災施設の機能を十分に発揮するため、堆積土砂の浚渫等適切に維持管理すること。
２　防災施設の構造を変更しようとする場合は、事前に計画変更の手続きを行うこと。
３　防災施設工事の完了確認調査を行った場合でも、全体の完了確認調査の時には、これらを含んだ総合的な調査となるので留意すること。
４　暗渠工の機能を十分に発揮させるため、目詰まり等起こさないよう管理に万全を期すこと。
４　完了確認を行った防災施設は仮設防災施設であるので、当該施設で計画している集水面積を超える場合は、事前に計画に基づき防災施設の構造の変更を行い、広域振興局等に防災施設工事完了届出書を提出し、完了の確認を受けること。


（注）１　完了後の留意事項については、案件毎に適宜加除して通知すること。
様式第12号（許可要領第13第２項関係）
林地開発行為防災施設（埋設工作物）工事完了確認調書
	調査年月日
	平成　年　　月　　日
	調 査 員
	　　　　　　　　　印

	許可年月日・番号
	　

	開発行為者住所氏名
	

	開発行為に係る森林の　所　在　場　所
	

	面　　　　　積
	開発行為に係る森林面積
	　　　　　ha

	
	開発行為をしようとする森林面積
	　ha

	
	事業区域面積
	　　　　　ha

	開発行為の目的
	

	工事完了年月日
	　　　　年　　月　　日

	完了防災施設
　　　 埋設工作物
	

	調査結果の概要
	工種
	調査結果

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	調査立会人
	開発行為者側
	　

	
	県　　　　側
	

	総合判定
	適
否
	意見
	

	開発行為者に対する
指示事項等
	


様式第13号（許可要領第14第１項関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　開発行為者　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　広域振興局長　　　　　　　　　　　　　印　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産部長）
林地開発行為完了（部分完了）確認調査の実施について（通知）
　　　　　年　　月　　日付けで完了の届出のあった林地開発行為について、下記のとおり完了確認調査を実施しますので立会してください。
記
１　許可年月日、番号
　　　　　　年　　月　　日　岩手県指令　　　第　　　号
２　林地開発行為許可の場所
３　林地開発行為の目的
４　完了（部分完了）確認調査日時
　　　　　　年　　月　　日　　　時　　分～　
５　完了（部分完了）確認調査員
　　職氏名
６　準備するもの
　　設計図書（最終）、工事仕様書、写真帳、その他関係書類、測量器具等
様式第14号（許可要領第14第３項関係）
第　　　　号　
年　　月　　日　
　　開発行為者　　　様
　　広域振興局長　　　　　　　　　　　　　　印　　
（農林水産部長）
林地開発行為完了（部分完了）確認通知書
　　　　　年　　月　　日付け岩手県指令　　　第　　　号で許可した下記の林地開発行為については、完了を確認したので通知します。
記
	開発行為に係る
森林の所在場所
	　　　市　　　町
　　　郡　　　村大字　　　字　　　番ほか　筆

	開発行為に係る
森林の土地の面積
	

	開発行為の目的
	

	完了（部分完了）
届出年月日
	　　　　　年　　月　　日

	完了（部分完了）
確認調査年月日
	　　　　　年　　月　　日

	完了（部分完了）後の
留意事項
	１　残置及び造成森林の維持管理協定等を遵守すること。
２　新たに森林の伐採、土地の形質の変更を行なう場合は、伐採の届出、林地開発の許可申請等、所要の手続きを行なうこと。
３　部分完了確認調査を行なった場合でも、全体の完了確認調査の時には、これらを含んだ総合的な調査となるので留意すること。


（注）１　完了（部分完了）後の留意事項については、案件毎に適宜加除して通知すること。
様式第15号－１（許可要領第14第３項関係）
林地開発行為完了（部分完了）確認調書
	調査年月日
	　　　年　　月　　日
	調 査 員
	職氏名　　　　　　　　　　印

	許可年月日・番号
	　　　　年　　月　　日　岩手県指令　　　第　　　号

	開発行為者住所氏名
	

	開発行為に係る森林の　所　在　場　所
	

	面　　　　　積
	開発行為に係る森林面積
	　　　　　　　　〔　　　　　　〕ha

	
	開発行為をしようとする森林面積
	　　　　　　　　〔　　　　　　〕ha

	
	事業区域面積
	　　　　　　　　〔　　　　　　〕ha

	開発行為の目的
	

	工事期間
	着　手
	平成　　年　　月　　日
	完了(部分完了)届出年月日
	　　年　　月　　日

	
	完　成
	平成　　年　　月　　日
	
	

	調査立会人
	開発行為者側
	

	
	県　　　　側
	

	総合判定
	適
否
	意見
	

	開発行為者に対する
指示事項等
	


様式第15号－２
	調　　査　　結　　果　　の　　概　　要

	審査項目
	調　　　　　査　　　　　結　　　　　果
	判 定

	一般的事項
	
	

	災害の防止
及　び
環境の保全
	切土・盛土・捨土
	
	

	
	えん堤・排根線
	
	

	
	集排水施設
	
	

	
	洪水調整池・沈砂池
	
	

	
	その他の施設
	
	

	
	残置森林
	
	

	
	造成森林・緑地
	
	

	
	景観の維持
	
	

	水資源の
確保等
	
	

	その他
参考事項
	
	


（注）部分完了の場合は、面積の〔　〕内に該当する面積を記入する。
様式第16号（許可要領第14第４項関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　関係市町村長　　様
　　　　　　　　　　　　　　　広域振興局長　　　　　　　　　　　　印　　
　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産部長）
林地開発行為の完了（部分完了）について（通知）
　下記の林地開発行為について、調査の結果完了（部分完了）を確認したので通知します。
記
	開発行為者
	

	許可年月日番号
	　　　　　年　　月　　日　　岩手県指令　　　第　　　号

	開発行為の目的
	

	開発行為地の所在地
	

	開発許可面積
	　　　　　　　　　　　　　〔　　　　　　　　　　〕ha

	完了（部分完了）
確認年月日
	　　　　　　年　　月　　日


（注）１　許可年月日及び番号欄には、変更許可がある場合は上段に当初許可、下段に最終の変更許可の年月日及び番号を記載すること。
　　　２　部分完了の場合は、開発許可面積の〔　〕内に該当する面積を記入する。
様式第17号（許可要領第13第３項、第14第５項関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　開発行為者　　様
　　　　　　　　　　　　　広域振興局長　　　　　　　　　　　　　印　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産部長）
是　正　措　置　指　示　書
　　　　　年　　月　　日に林地開発行為に係る完了（部分完了、防災施設工事完了）確認調査を実施したところ、下記の内容について是正の必要があるので、速やかに措置されるよう指示します。
（手直し工事を指示する場合）
　なお、指示事項に係る手直し工事が完了したときは、手直し工事完了届出書を提出し、知事の確認を受けてください。
記
	許可年月日番号
	　　　　年　　月　　日　　岩手県指令　　　第　　　号

	開発行為の目的
	

	開発行為地の所在地
	

	是正措置の内容
	

	手直し工事
	手直し工事の
内　　　　　容
	

	
	工　事　期　間
	

	備　　　　　　　考
	


（注）　許可年月日及び番号欄には、変更許可がある場合は上段に当初許可、下段に最終の変更許可の年月日及び番号を記載すること。
様式第18号（許可要領第13第４項、第14第６項関係）
手　直　し　工　事　完　了　届　出　書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　
　　広域振興局長　様
　（農林水産部長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申請者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　印
　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で指示のあった手直し工事について、下記のとおり完了したので届け出ます。
記
	許可年月日番号
	　　　　年　　月　　日　　岩手県指令　　　第　　　　号

	開発行為の目的
	

	開発行為の所在地
	

	面　　　積
	開発行為に係る森林面積
	　　　　　　　　　　　　　　ha

	
	開発行為をしようとする森林面積
	　　　　　　　　　　　　　　ha

	
	事業区域面積
	　　　　　　　　　　　　　　ha

	工事着手年月日
	

	工事完了年月日
	

	備　　　　　考
	


（注）１　許可年月日及び番号欄には、変更許可がある場合は上段に当初許可、下段に最終の変更許可の年月日及び番号を記載すること。
２　完了状況写真を添付すること。
様式第19号－１（許可要領第15関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　号
年　　月　　日
　　農林水産部長　　様
　　　　　　　　　　　　　　　広域振興局長　　
林地開発許可申請書について（進達）
　　　　　年　　月　　日付けで申請のあったこのことについて、書類審査を終了したので進達します。
記
	申請者
	住　所
	

	
	氏　名
(tel)
	

	所在場所
	森林計画区名
	
	林 小 班
	

	
	　　　　市　　　町
　　　　郡　　　村大字　　　　字　　　　番ほか　　筆

	開発行為の
目的
	
	事業又は
施設の名称
	

	面　積(ha)
	種　　　　　　　　　類
	今 期 計 画
	全 体 計 画

	
	開発行為に係る
森林面積
	
	

	
	開発行為をしようとする
森林面積
	
	

	
	事業区域面積
	
	


様式第19号－２
	開発行為をしようとする
	森
林
の
現
況
	地　　　　況
	位置　　　　　　地質　　　　　土性
傾斜　　　　　　標高　　　　　降水量


	
	
	林　　　　況
	樹種及び混交歩合　　林齢　　　　　疎密度
蓄積(ha当り)　　　　生育状況　　　下層植生


	
	
	　そ　 　の　 　他　
	

	(参考)
機
能
の
高
い
森
林
の
有
無

	樹根及び表土の保全、その他林地の保全に特に留意すべき森林
	有・無
	（内容）


	
	施業特定林分
	有・無
	

	
	優良人工造林地
	有・無
	

	
	保安林及び
保安施設地区
	有・無
	

	
	治山施設
	有・無
	

	
	林道（利用区域）
	有・無
	

	
	補助事業により
整備された森林
	有・無
	

	　　備　　　　　　　　考　　
	


（注）１　開発行為をしようとする森林に係る森林簿の写し及び森林計画図の写しに事業区域を明示した図面を添付すること。
別記１（許可要領第13第２項、第14第３項関係）
完了（部分完了）確認調査実施指針
１　確認調査の基本的事項
　(1)　事業計画の変更等の事務処理が適切に行われているか確認する。
　(2)　調査は原則として緑化工の施工が完了し、「効果が発揮」されてから行うものとする。効果が発揮とは緑化により表土の侵食防止が図られていることをいう。緑化の判定は「岩手県森林土木工事植生工特記仕様書」の「緑化目標に対する生育判定基準」を準用し、「法面から10ｍ離れると、法面全体が「緑」に見え植被率が70％以上である。」ことを完了の目安とする。調査時期により緑化が確認できないが、植生マット等で表土の侵食を防止する措置が講じられている場合は、完了とみなすことができるものとする。
　(3)　構造物等の調査に当っては、必要に応じ「岩手県治山林道請負工事検査基準」を準用するものとする。
　(4)　数量の多い工種については抽出確認することができるものとする。
　(5)　調査時点で明視できない部分は工事施行状況写真等により確認するものとする。
２　確認内容
　(1)　一般的事項
　　ア　許可地と現地が一致しているか。
　　イ　現地が開発目的と一致しているか。
　　ウ　許可面積どおり開発されているか。
　　エ　開発による周辺地域（施設）への影響。
　　オ　工事施行中の災害の有無。
　(2)　災害の防止及び環境の保全
　　ア　切土・盛土・捨土
　　　　法面勾配、盛土品質、小段の設置、排水の処理、法面の保護、捨土位置等について確認する。
　　イ　えん堤・排根線
　　　　設置位置、延長、幅、高さ、法勾配、品質等について確認する。
　　ウ　集排水施設
　　　　設置位置、延長、幅、深さ、品質等について確認する。
　　エ　洪水調整池・沈砂池
　　　　設置位置、長さ、幅、深さ、品質等について確認する。
　　オ　その他の施設
　　　　設置位置、長さ、幅、高さ、勾配、品質等について確認する。
　　カ　残置森林
　　　　配置、面積、幅、誤伐の有無等について確認する。
　　キ　造成森林・緑地
　　　　配置、造成方法、面積、幅、品質等について確認する。
　　ク　景観の維持
　　　　景観の維持に配慮して施工されているか確認する。
　(3)　水資源の確保等
　　　　水量の確保、水質の保全対策等について調査する。
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